
○図書館利用規程 
    

第１章 総則  
（趣旨）  

第１条 明石工業高等専門学校図書館（以下「図書館」という。）の利用については、こ  
 の規程の定めるところによる。  
（利用者）  

第２条 図書館を利用することができる者（以下「利用者」という。）は、次のとおりとす

る。  
（１）本校教職員  
（２）本校学生  
（３）図書館の利用を申し出た一般の利用者（以下「一般利用者」という。）  
 （閉館日）  
第３条 図書館の閉館日は次のとおりとする。 ただし、校長が特に必要と認めた場合は、  
 臨時に開館または閉館を行うことができる。  
（１）日曜日  
（２）国民の祝日に関する法律に定める休日  
（３）年末年始（12 月 28 日より 1 月 4 日まで）  
 （開館時間）  
第４条 図書館の開館時間は次のとおりとする。ただし、校長が特に必要と認めた場合  
 は、開閉の時刻を変更することができる。  
（１）月曜日から金曜日            午前 8 時 30 分から午後 8 時まで  
（２）土曜日                 午前 10 時から午後 4 時 30 分まで  
（３）試験前 1 週間および試験中の日曜日・祝日 午前 10 時から午後 4 時 30 分まで 
 （利用方法）  
第５条 図書館の利用方法は次のとおりとする。  
（１）館内閲覧  
（２）館外貸出  
2 館外貸出ができる者は、本校教職員及び本校学生とする。ただし、一般利用者に  
 ついては、図書館長の許可を受けた場合は、貸出を行うことができる。  

第２章 館内閲覧  
 （図書の閲覧）  
第６条 閲覧室備付けの開架図書は、自由に閲覧することができる。  
2 展示棚の図書及び書庫に収容してある図書は、係員に申し出ることにより閲覧す  
 ることができる。  
第７条 前条各項の定めにかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては閲覧する  



 ことができない。  
 (1) 閲覧しようとする図書が情報公開法第 5 条第 1 号から第 3 号までに掲げる情報  
 (個人情報に係る部分等)が記録されていると認められる場合  
 (2)閲覧しようとする図書が全部又は一部一定の期間公にしないことを条件に個人又は  
 法人等(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。）から寄贈又は寄託を受けてい  
 る場合  
 (3) 図書の原本を利用させることにより原本が汚れ傷つき破損のおそれがある場合     
（閲覧場所）  

第８条 閲覧図書は閲覧室以外に持ち出してはならない。  
  第３章 館外貸出  
 （館外貸出図書）  
第９条 図書館管理の図書は、次のものを除いて館外に貸出することができる。  
（１）閲覧室備付けの参考図書  
（２）貴重図書及び特殊図書  
（３）新着雑誌  
（４）その他特に指定されたもの  
 （貸出手続き）  
第１０条 館外貸出を希望する者は、利用証を係員に提示しなければならない。  
 （利用証）  
第１１条 利用証は本校教職員及び本校学生の請求によりこれを交付し、その有効期限   
 は本校在任及び在学期間中とする。  
 （貸出冊数、貸出期間）  
第１２条 個人に館外貸出を行うことができる図書の冊数及び期間は別表のとおりとす  
 る。ただし、長期休業期間に限り前記にかかわらず特別に貸出を行なうことができる。  
2 貸出期間中であっても、必要により返納を求めることがある。  
 （帯出図書の管理）  
第１３条 利用者は、貸出を受けた図書の保管の責任を負わなければならない。また、他  
 の者に転貸してはならない。  
 （研究室備付け図書）  
第１４条 研究室の予算で購入した図書は、研究室備付け図書として長期貸出を行うこと  
 ができる。  
 （研究室備付け図書の貸出手続き）  
第１５条 教職員が研究室備付け図書として貸出を希望する場合は、図書整理票に所程  
 の事項を記入して押印しなけらばならない。  
 （研究室備付け図書の利用）  
第１６条 研究室備付け図書は、研究室以外の教職員又は学生がその利用を申し出た  



 場合には、差し支えのない限り便宜を与えるのもとする。  
 （研究室備付け図書の返納）  
第１７条 図書館長が管理上必要あると認める場合は、研究室備付けの長期貸出図書  
 の調査、点検を行い、又は返納を求めることができる。  
 （研究室備付け図書の保管）  
第１８条 研究室備付け図書の保管は、貸出を受けた教職員が責任をもってこれに当た  
 らなければならい。  
 （帯出図書の返納）  
第１９条 学生が卒業、退学等により、本校学生としての資格を失った場合もしくは休学  
 等により長期就学できなくなった場合には、直ちに帯出中の図書を返納しなければな  
 らない。  
第２０条 教職員が退職、転任する場合もしくは 3 か月以上勤務場所を離れる場合には、  
 帯出中の図書をすべて返納しなければならない。 
  第４章 書庫内検索 
 （検索者）  
第２１条 本校の教職員は、書庫内に入り図書を検索することができる。  
2 本校の学生は、係員の許可を得て、書庫内に入り図書を検索することができる。  
 （検索図書の利用）  
第２２条 書庫内において検索した図書の閲覧又は貸出については、第 2 章及び第 3 章の  
 規程を適応する。  
  第５章 規律  
 （閲覧規律）  
第２３条 図書館を利用する者は、この規程並びに閲覧規律を守らなければならない。  
2 前項の規定に違反したときは、事情により図書館の利用を停止する。  
 （損害の弁償）  
第２４条 次の各号の一に該当するときは、事情によりその損害を弁償させる。  
（１）図書を紛失したとき  
（２）図書及び施設設備を破損したとき  
   第６章 雑則  
 （目録と規程の公開）  
第２５条 図書館資料を利用者の閲覧に供するため、図書館資料の目録及びこの規程を  
 常時閲覧室に備え付けるものとする。  
   附 則  
この規程は、昭和 43 年 1 月 20 日から施行する。  
   附 則（昭和 49.3.1）  
この規程は、昭和 49 年 3 月 1 日から施行する。  



   附 則（平成 7.2.1）  
この規程は、平成 7 年 2 月 1 日から施行する。  
   附 則（平成 9.4.1）  
この規程は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則（平成 13.4.11）  
この規程は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則（平成 14.3.19）  
この規程は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。  
   附 則（平成 16.2.12）  
この規程は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 
   附 則（平成 26.3.18）  
この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 
 
 
別表（第 13 条関係） 

 

貸出区分 貸出冊数 貸出期間 

一般貸出 5冊以内 2週間 

卒研貸出 3冊以内 2ｶ月間 

 


